
スラバヤ市における小規模単位の社会活動制限の延長（市長回章の発出） 

 

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ０ 日 

在スラバヤ日本国総領事館 

 

●スラバヤ市は小規模単位の社会活動制限を５月１７日まで延長しました。規制内容

はこれまでご案内しているものとおおむね同様です。 

●国内移動規制のための検問も実施されていますのでご注意ください。 

 

1 インドネシア政府及び東ジャワ州政府が小規模単位の社会活動制限（PPKM 

MIKRO）を５月１７日まで延長したことを受けて、スラバヤ市も同様に延長しました。規

制内容はこれまでにご案内した以下のお知らせの内容とおおむね同様です。 

 

・４月２７日付お知らせ（https://www.surabaya.id.emb-

japan.go.jp/files/100182151.pdf ） 

・５月６日付お知らせ（https://www.surabaya.id.emb-

japan.go.jp/files/100185882.pdf ） 

・５月７日付お知らせ（https://www.surabaya.id.emb-

japan.go.jp/files/100187093.pdf ） 

 

２．また、5 月 5 日付お知らせ（https://www.surabaya.id.emb-

japan.go.jp/files/100185759.pdf ）でご案内した国内移動規制のための検問について

も各地で運用が行われています。 

 

３．邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の各地方政府の規制関連情報に

ご注意ください。（了） 

 


